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「下水道財政のあり方に関する研究会」報告書 概要①（令和２年11月）

下水道事業等の現状

○近年の推移

H21 85.7%
→R1 91.7%

○人口100万以上の
団体：99.6%
人口5万人未満の
団体：81.1%

汚水処理人口普及率

○近年の推移

H21 1兆4,635億円
→H30 1兆5,537億円

○今後は人口減少等に
伴う有収水量の減少
により収入減の見込み

下水道使用料収入

○近年の推移

H21 84.5% 
→H30 97.2%

○都市部の公共下水道で
は100%を超える一方、
小規模事業では100%
を大きく下回る水準

経費回収率

○近年の推移
H21 1兆8,988億円
→H30 1兆5,656億円

○うち改良事業の割合
H21 18.4%
→H30 35.0%

建設改良費

○近年は雨の降り方が
「局地化」「集中化」

「激甚化」する傾向

○時間雨量50ミリ以上の
発生回数は約30年前

の1.4倍に増加
（アメダスの集計）

降雨の傾向

○ 下水道は、これまでの整備によって普及が進み、令和８年度を目標とする汚水処理施設整備の概成も近づく中、施設の維持管理経費や
更新需要の増大等を見据えた、持続的・安定的な経営の確保が今後の課題

○ 特に、小規模事業者を中心に、人口減少・過疎化の進行による使用料収入の減少、周辺部への下水道普及に伴う汚水処理費用の増加
等により、経営は一層厳しさを増していく見込みであり、経費回収率が100%未満の事業における使用料の水準や汚水処理の最適化の促
進、特に経営が厳しい事業に対する地財措置のあり方についての検討が必要ではないか

○ 一方で、雨水事業に関しては、近年頻発する集中豪雨等に対応する浸水対策への公費負担に対する方策についての検討が必要ではな
いか

検討の視点
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「下水道財政のあり方に関する研究会」報告書 概要②（令和２年11月）

下水道事業に係る地方財政措置の今後の方向性

１．下水道事業債の元利償還金に対する地方財政措置
①財政措置の見直しについて

・公共下水道全体としての地財措置上の雨水・汚水資本費の割合は、直近の決算状況と照らして変更する状況には無い一方、個別団体によって、地財措置上の
公費負担割合と繰出しの実態の乖離幅にばらつきがあることや下水道事業の環境変化等（新設事業の減少、更新経費や維持管理費の増加等）を踏まえた、汚
水事業に対する公費負担のあり方については、下水道事業の持続可能性の確保等の観点から今後も不断の検討が必要と考えられる。

②雨水事業に対する財政措置
・近年の内水氾濫対策の必要性の高まりや、雨水事業への繰出しの実態等を踏まえ、緊急性の高い雨水事業への地財措置のあり方を検討すべき。

③雨水事業・汚水事業の収支の分離
・収支の分離は、汚水事業における適正な使用料徴収に向けた算定根拠の明確化や、広域化・共同化の推進等に繋がることが期待できる。分離にあたっては、セ
グメントで区分し、予算書及び決算書のセグメント情報に関する注記による公表が考えられる。

④「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく公害防止対策事業債（公防債）
・公防債対象団体には大都市やその周辺地域が多く、当該団体の下水道整備水準は高く、経営状況も良好であることを踏まえ、公害財特法の法期限到来（R2年
度末）後における下水道事業に係る特別な地財措置については、その必要性も含め適切なあり方を検討すべき。検討にあたっては、今後の環境省等における、
同法に関する議論の動向も十分注視が必要であるが、仮に同法が失効する場合には、失効後の一定期間は、制度の終了に伴う影響等に対する適切な配慮も必
要と考えられる。

２．使用料
①使用料水準

・「月3,000円/20㎥・月」という水準は、雨水公費・汚水私費の原則、経費回収率や住民負担の状況、下水道経営の持続可能性の確保等を総合的に勘案しつつ、検
討が必要と考えられる。見直しに当たっては、単に水道料金を参考とせず、下水道事業の持続可能性の確保等、より適切な考え方に基づいた検討が必要。また、
使用料水準は地財措置の前提条件となってることから、繰出基準も含めた下水道事業に対する地方財政措置のあり方とも一体的に検討する視点も必要。

②資産維持費
・下水道の新設事業がピークを越え、今後は更新事業が増大する見込みであり、資産維持費について団体において検討を進めていく時期に来ている。導入のタイ
ミングについても、経費回収率の状況や累積赤字の有無等、各団体がそれぞれの事情に合わせて検討が必要。

３．高資本費対策
①対象年限の要件

・制度設計の前提に相違して、供用開始後30年経過後も資本費が高止まりし、30年前後での収支均衡が成立しなくなっているケースも存在するものと考えられるこ
とから、対象年限要件の見直しは必要と考えられるが、単に年限延長のみ検討するのではなく、制度自体の考え方を改めて整理するなど、高資本費対策のあり
方についての更なる抜本的な検討が必要と考えられる。

②更なる経営努力に関する要件
・総務省が公営企業会計導入を要請していることも踏まえると、例えば一定の周知期間を確保の上で、要件に「公営企業会計の適用」を追加することが考えられる。

４．汚水処理の最適化
・既整備区域も含め、最適化を一層促進するための仕組みとして、下水道に係る地財措置の適用にあたって最適化に向けた検討状況を勘案することも考えられる。



〇 近年、災害が激甚化・頻発化する中、地方団体が引き続き防災・減災、
国土強靱化対策に取り組めるよう、緊急自然災害防止対策事業費について
対象事業及び事業費を大幅拡充した上で、事業期間を延長

〇 政府を挙げて取り組む流域治水対策等を対象事業に追加し、所要事業費
として1,000億円を増額

〇 延長期間は、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の
期間を踏まえ、５年間とする

緊急自然災害防止対策事業費の大幅拡充・延長

【事業期間】
令和３年度～令和７年度

【事業費】
４，０００億円 （令和２年度：３，０００億円）
（対前年度比：＋１，０００億円増、＋３割増）

【地方財政措置】
充当率１００％、交付税措置率７０％

【対象事業】

１．流域治水対策に資する地方単独事業を対象事業として拡充

２．道路防災について、小規模事業に限るとの現行の要件を撤廃した上で、
橋梁・道路の洗掘・流失対策を追加

主な拡充内容

等

【１級・２級河川】

１０億円
以上

１０億円
未満

一級・二級河川

【支流対策】

準用河川 普通河川

４億円
未満

４億円
以上

地域全体の
減災計画に

位置付けなし
500㎥
未満

3,000㎥
未満

3,000㎥
以上

500㎥
以上

地域全体の
減災計画に

位置付けあり

３億円
以上

３億円
未満

口径300㎜
以上

（町村の場合）

口径300㎜
未満

（町村の場合）

口径300㎜
以上

（町村の場合）

口径300㎜
未満

（町村の場合）

3,000万円
未満

3,000万円
以上

【外水氾濫対策】 【内水氾濫対策（下水道）】
【農業水利施設・
林道】 【都市公園】

国庫補助
要件

【支流対策】

国庫補助
要件

改良事業 ダム施設
改良事業

ダム下流河道
整備事業

貯水池
保全事業

４億円
以上

４億円
未満

１０億円
以上

１.５億円
以上

１.５億円
以上

１０億円
未満

１.５億円
未満

１.５億円
未満

【ダム】

溜め池の整備 二線堤の築造 雨水貯留浸透
施設の整備

雨水公共
下水道

都市下水路 公共下水道
（管渠を除く

雨水氾濫対策）

※公営企業会計
繰出金に充当

農業水利施設
（右記以外）・
林道

防災重点
農業用ため池

豪雨対策
（都市公園安全
・安心対策緊急
総合支援事業）

＜一般会計事業＞
＜公営企業会計事業（※）＞

（公共）

800万円
未満

〈補助要件
見直し〉

4,000万円
未満

（公共）
4,000万円以上

（非公共）
農：200万円

未満
林：40万円

未満

（非公共）
農：200万円

以上
林：40万円

以上

河
川
事
業

流
域
治
水
対
策

対象拡充部分 現行の対象事業
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